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１．自治会名義での地縁団体認可について
・地縁団体として認可されると、自治会（集落等）が法人格を持つこととなります。
  自治会所有の不動産（土地・建物）については、これまでその登記は個人名でしかできませんで
  したが、平成３年に地方自治法が改正され、地縁団体名義で不動産登記ができるようになりました。

　■お問合わせ先　 総務課人事行政係　☎ 0997 － 72 － 1111

自治会（集落等）の地縁団体申請・認可について

３．認可申請の流れ
・認可申請は下記の書類を準備され，町総務課に対し行います。
  様式など詳しくは総務課（☎ 0997-72-1111）までお問合せください。
１．認可申請書　２．自治会規約　３．認可申請についての集落総会議決証明（総会の会議録等）　
４．団体構成員の名簿　５．保有（予定）資産目録　
６．地域的な共同活動を行っていることを証明する書類　等

４．町内の地縁団体認可数について
・令和３年８月 27 日現在、25 の自治会が地縁団体の認可を受けています。詳細は下記のとおりです。

２．固定資産税や法人町民税等の減免
・地縁団体として登記するメリットとして、上記の税の減免があります。
  固定資産税については、地縁団体所有の不動産としての登記が完了し、町税務課にて申請を行う
  ことで減免されます。なお、減免に係る手続きについては、
  詳しくは町税務課（☎ 0997-72-1116）までお問合せください。

瀬戸内町内　地縁団体一覧
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☑10月のお知らせ

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174
新
鮮
野
菜
！

は
る
市
開
催
の
お
知
ら
せ

地
元
の
生
産
者
と
ふ
れ
あ
う
直

売
イ
ベ
ン
ト
「
は
る
市
」
を
開

催
し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
お

越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

新
鮮
な
野
菜
な
ど
を
是
非
お
買

い
求
め
く
だ
さ
い
！

■
日
時　

毎
月
第
一
日
曜
日

■
場
所
・
時
間

海
の
駅
1
階
フ
ロ
ア　

10
時
～
12
時

■
運
営
主
体

瀬
戸
内
町
Ｃ
Ｓ
Ａ
協
議
会

（
泰
山
）

※
売
り
切
れ
次
第
終
了
予
定
と

な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

※
出
店
者
も
募
集
し
て
ま
す
。

地
産
地
消
運
動
の
取
組
み
に

つ
い
て
（
朝
市
の
開
催
！
）

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174

大
島
地
域
で
は
、
毎
月
第
3
土
曜
日

を
「
大
島
活
き
活
き
食
の
日
」
と
定

め
、
健
康
で
豊
か
な
食
生
活
の
推
進

や
地
元
食
材
の
利
用
促
進
に
取
り
組

ん
で
お
り
ま
す
。

瀬
戸
内
町
内
で
生
産
さ
れ
た
旬
の
農

林
水
産
物
を
味
わ
い
、
シ
マ
な
ら
で

は
の
豊
か
な
食
材
を
活
用
し
、
家
族

み
ん
な
で
食
卓
を
囲
み
ま
せ
ん
か
？

ま
た
、
地
産
地
消
活
動
の
一
環
と
し

て
、
毎
月
第
3
土
曜
日
の
朝
8
時
30

分
か
ら
海
の
駅
1
階
フ
ロ
ア
に
お
き

ま
し
て
「
朝
市
」
を
開
催
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
多
数
の

お
越
し
を
お
待
ち
し
て
ま
す
！

■
運
営
主
体

海
の
駅
朝
市
協
議
会（
代
表　

倉
田
）

※
売
り
切
れ
次
第
終
了
予
定
と
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
出
店
者
も
募
集
し
て
ま
す
。

ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
て
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

■
現
在
募
集
中
の
訓
練
で
す

介
護
・
福
祉
科
【
初
任
者
研

修
】
Ｆ
③
（
介
護
職
員
初
任

者
研
修
の
資
格
取
得
を
目
的

と
し
た
職
業
訓
練
で
す
。）

■
募
集
期
間

令
和
３
年
９
月
１
日
～
令
和

３
年
10
月
28
日

■
訓
練
期
間

令
和
３
年
11
月
18
日
～
令
和

４
年
２
月
17
日

■
訓
練
実
施
施
設

社
会
福
祉
法
人　

奄
美
市
社

会
福
祉
協
議
会
（
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
名
瀬
の
隣
の
建
物
で

す
。）

〒
8
9
4
‐
0
0
3
6

奄
美
市
名
瀬

長
浜
町
５
番
６
号

ご
希
望
の
方
は
、
お
早
め
に

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
名
瀬
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
お
仕
事

探
し
を
さ
れ
て
い
て
、
就
職
が

決
ま
ら
ず
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
希

望
さ
れ
て
い
る
方
に
職
業
訓
練

の
あ
っ
せ
ん
を
し
て
い
ま
す
。

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
て
再
就
職
を

目
指
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
対
象
者

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登
録

し
、
お
仕
事
探
し
を
さ
れ
て
い

る
方
。

○
雇
用
保
険
受
給
者
の
方
は
、

訓
練
中
の
基
本
手
当
（
い
わ
ゆ

る
失
業
保
険
）
の
支
給
に
加

え
、
受
講
手
当
（
最
大
40
日

分
）、
通
所
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。（
一
定
の
要
件
等
が
あ

り
ま
す
。）

○
雇
用
保
険
の
受
給
資
格
が
な

い
方
で
も
、
国
の
「
職
業
訓
練

受
講
給
付
金
」（
月
10
万
円
＋

通
所
手
当
）
を
受
給
し
な
が
ら

訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
受
給
を
す
る
た

め
に
は
一
定
の
所
得
要
件
等
が

お
仕
事
探
し
を
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ま
へ

～
職
業
訓
練
を
受
講
し
て
み
ま
せ
ん
か
～

　■お問合わせ先　 ハローワーク名瀬（名瀬公共職業安定所）　☎ 0997 － 52 － 4611
　　　　　　　　　〒 894 － 0036　奄美市名瀬長浜町１－１
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司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会

（
無
料
）
の
ご
案
内

■お問合わせ先　瀬戸内町商工会 青年部（木村司法書士事務所）　☎ 0997 － 72 － 3672

瀬
戸
内
町
商
工
会
青
年
部
主
催
の
、

司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会
（
無

料
）を
以
下
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

事
前
に
予
約
さ
れ
る
と
、
優
先
的
に

ご
相
談
頂
け
ま
す
。

た
と
え
ば
、相
続
や
遺ゆ

い

言ご
ん

に
つ
い
て
、

不
動
産
の
名
義
変
更
に
つ
い
て
、
老

後
の
資
産
管
理
、
成
年
後
見
制
度
っ

て
何
？　

会
社
を
作
り
た
い
。な
ど
な
ど
、様
々

な
お
悩
み
も
気
軽
に
相
談
く
だ
さ

い
。

■
相
談
日
時　

10
月
21
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
１
時

■
相
談
場
所

町
営
コ
ー
ラ
ル
タ
ウ
ン

船
津
団
地
集
会
場

※
正
式
な
依
頼
に
至
っ
た
段
階
で
、

費
用
が
発
生
し
ま
す
。

　■お問合わせ先　 名瀬労働基準監督署　☎ 0997 － 52 － 0574

鹿児島県最低賃金が改正されました
821 円（令和 3 年 10 月 2 日効力発生）

鹿児島県最低賃金は、現行の 1 時間当たり 793 円から本年 10 月 2 日より 1 時間当たり 28 円
引き上げられ、821 円に改正されます。

支払っている賃金額、支払われている賃金額が、最低賃金額以上の額となっているのか確認して
みましょう。

最低賃金は、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかか
わらず、また、年齢にも関係なく、すべての労働者が対象となります。

【最低賃金額と比較方法】
（１）時間給の場合　　時間給≧最低賃金額
（２）日給の場合　　　日給÷ 1 日の平均所定労働時間≧最低賃金額
（３）月給の場合　　　月給÷ 1 ヵ月の平均所定労働時間≧最低賃金額
（４）上記（１）、（２）、（３）が組み合わさっている場合
　　  例えば、基本給が日給で、各手当（職務手当など）が月給の場合は、
　　　①基本給（日給）→（２）の計算で時間額を出す
　　　②各手当（月給）→（３）の計算で時間額を出す
　　　③①と②を合計した額≧最低賃金額

※最低賃金との比較において、次の賃金は算入されません。

　①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
　② 1 ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　③時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
　④精皆勤手当、通勤手当、家族手当

※特定最低賃金（産業別最低賃金）が適用される方には、当該特定最低賃金以上の賃金を支払う
　必要があります。
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瀬戸内町では、県道 85 号線や県道 612 号線、町道網野子峠線等でアマミノクロウサギの交通事故が

多発しています。運転する際は、以下の点に注意して、安全運転をお願いいたします。

★夜間の運転は特に注意！

アマミノクロウサギは夜に活動しています。

夜間は注意して運転しましょう。

★飛び出してもすぐに止まれるゆとりある運転を！

アマミノクロウサギは道路上でじっとしているか

と思えば、突然飛び出すことがあります。すぐに

止まれるスピードで運転しましょう。

★秋から冬にかけては事故が多発！

秋から冬にかけては繁殖期に入るため、特に活動的に

なり道路上に出てくることが多くなります。これから

の時期は事故が起こりやすいので注意しましょう。

2020 年は島内での交通事故によるアマミノクロウサギの死体回収が過去最多になりました。

これ以上交通事故が増えないように、ゆとりある運転をお願いいたします。

ケガをしている、死んでいるアマミノクロウサギを発見したら、下記にお電話下さい！

＜環境省奄美野生生物保護センター ☎：0997-55-8620 ＞

は
前
々
年
の
同
月
比
で

20
％
以
上
減
少
し
て
い

る
事
業
者

・
交
付
要
綱
に
規
定
す

る
支
給
対
象
事
業
者
で

あ
る
こ
と

■
支
給
額

２
万
円
～
10
万
円

※
売
上
高
に
よ
り
変
動

■
申
請
窓
口

瀬
戸
内
町
商
工
会

※
詳
し
く
は
町
H
P
、

商
工
会
H
P
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
交
付
要
綱

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

８
月
20
日
～
９
月

12
日
ま
で
の
鹿
児

島
県
か
ら
の
時
短

営
業
要
請
の
対
象

と
な
ら
な
い
事
業

者
で
、
コ
ロ
ナ
の

影
響
を
受
け
売
上

が
減
少
し
て
い
る

方
々
の
経
営
を
支

援
す
る
た
め
、
９

月
15
日
よ
り
町
独

自
の
給
付
金
の
申

請
を
開
始
し
ま

す
。

■
給
付
金
対
象
者

・
町
内
で
商
工
業

を
営
み
、
県
の
時

短
要
請
の
対
象
外

と
な
っ
て
い
る
事

業
者

・
令
和
３
年
８
月
、

９
月
ど
ち
ら
か
の

売
上
高
が
前
年
又

瀬
戸
内
町
時
短
要
請
協
力
金

対
象
外
事
業
者
給
付
金
事
業

　■お問合わせ先　 瀬戸内町商工会　☎ 0997 － 72 － 0147

▽商工会ホームページ
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　■お問合わせ先　 農林課　ふるさと応援基金担当　☎ 0997 － 72 － 1174

瀬戸内町ふるさと応援基金（ふるさと納税）
本町では、全国から瀬戸内町を大切に思い支援していただいていることに感謝申し上げながら、寄附金
を活用した町の活性化を図る事業への取り組みを行っております。また、ご寄附をいただいた方へ本町
特産品等を「お礼の品」として贈呈し、瀬戸内町を全国へＰＲする取り組みもあわせて行っています。
今後は、地域の特産品のさらなる掘り起こしを継続して行う事と瀬戸内町の魅力をもっと発信し、関心
を持って訪れてもらうような取り組みも積極的に行えたらと考えていますので、瀬戸内町を体験・体感
してもらうようなメニューをぜひご提案ください。

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度

件数 4,048 4,706 3,302

寄付額（円） 160,990,000 164,740,000 76,600,000

指定事業区分 寄付額（円）

（1）活力ある産業の振興に資する事業 13,859,000

（2）保健・医療・福祉の向上に資する事業 11,042,000

（3）自然環境や景観の保全・再生に資する事業 14,499,000

（4）快適に暮らせる環境整備及び定住促進に資する事業 1,289,000

（5）教育・文化を育み，観光交流を推進する事業 6,383,000

（6）安心安全、共生・協働のまちづくりに資する事業 509,000

（7）その他、この条例の目的達成に必要と町長が認める事業 29,019,000

計 76,600,000

小学校備品整備事業
中学校備品整備事業

町内小中学校の老朽化した机と椅子等の備品整備と、動画や画像を見
せることで学習内容を分かりやすくすることのできる大型ディスプレ
イやエアコン等の整備を行いました。

小学校教職員住宅整備事業
中学校教職員住宅整備事業

町内職員住宅の老朽化した施設を対象に雨漏修繕・給水管配管改修・
風呂修繕等の部材交換・修繕を行いました。

「我が事・丸ごと」支え愛事業
子ども子育て支援事業

加計呂麻・請島・与路島の複雑・多様化する地域の抱える諸問題を多
機関が情報共有することで、迅速適切な課題解決が図れるように地域
包括支援センター等と連携した取り組みを行いました。また、島の保
健室事業として看護師が常駐することで医療面での相談をはじめ、困
りごとの解決サポートや役場窓口代理申請業務も開始しました。

ブックスタート事業
セカンドブック事業

地域社会全体で子供の健全な育成と子育て支援のために、赤ちゃんと
３歳児の家族に絵本を送り、読み聞かせを通して楽しくあたたかい時
間を過ごしてもらう事を目的に行いました。

３．令和２年度使途状況

２．令和２年度指定区分寄附状況

１．寄附状況


